
林道改良工事における協議会への諮問フロー

②林道敷内外

協議済
工種

未協議
工種

③地形改変度合

④施工内容大きい

内

協議会諮問or協議会相談
or意見照会

有

情報提供

小さい

①希少種有無

外

無

※①についてJRにより実施した調査による。
※各フローの②、③、④においては治山林道課で判断する。

※このフローにより難い場合は、その都度協議会委員へ相談を行う。

自然環境へ
の配慮

林道通行
の安全性
確保
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●林道東俣線の道路構造について

今後の整備に関しては以下を標準とする。

　（１）道路幅員等について

① 幅員は車道幅員に付加（内側拡幅、路肩、待避所、保護路肩）したものとする

② 幅員構成は線形を基本とし付加する幅を別に明記する

・２級林道の車道幅員は3.0ｍとする

・１車線林道の路肩は0.5ｍとする

・保護路肩は路体や舗装を保護するものとして1.0ｍ程度とする

ただし構造物等及び確保できない場合はこの限りでない

・排水施設及び見切工等は保護路肩内に設けるものとする

　（２）待避所について

220511

※Co舗装は車道＋路肩とする

（標準図）
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　（３）曲線部の拡幅および緩和区間について

① 曲線部における拡幅量は以下のとおりとする

② １車線の緩和区間長は８ｍとし、緩和区間は接戦によりすりつける。
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（３）工事の実施予定時期   令和４年 11 月以降（移植播種完了後） 

     

（４）実施方法（工事主体）  請負（発注者は JR 東海） 

 

（５）工事に対する治山林道課意見 

    ・今回の工事は、すべて林道敷地内での工事であり、地形改変度合は小さい。 

    ・今回の工事は、過去に意見照会し、既に工事を実施している内容と同様であり、

工法等については、自然環境への影響は僅少であると判断している。 

    ・箇所１：工事前調査の結果、希少種が確認されず、また工事内容等から、自然環

境への影響は僅少であると判断している。 

    ・箇所２：林道の安全な通行確保の観点から、当該箇所への待避所の設置が必要で

あり、希少種生育地の改変が不可避である。そのため、移植播種を行っ

た上で、林道整備を実施することが妥当と判断する。 

（林道規定では退避所の設置を 300ｍに１箇所以上（１級林道水準）と

している。当該箇所以外は、地形等から、待避所の設置に適した用地

がない。待避所がない場合、車両のすれ違いのために、整備されてい

ない路肩ギリギリに車両を寄せる等の対応が必要であり、谷側への

落下等のリスクが高く、通行者の安全確保の観点から好ましくない。） 

    ・箇所３：林道周辺に希少種が生育しているが、希少種生育箇所の改変を回避した

上で、通行の安全を確保可能な設計が可能である。そのため、希少種を

回避した現在の計画での整備が妥当と判断する。 

    ・箇所４：当該箇所では毎年崩土ないしは落石があり、当課で契約している委託業

者が処理している。JR東海の斜面調査においても、対策が必要な箇所と

してあげられており、通行者の安全確保のため、対策が必要である。工

種の選定については、JR東海が落石対策便覧等を基に選定。当課で静岡

県林道必携を参考に妥当性を検討し、落石防護網による対策が妥当と判

断している。 

林道の安全な通行確保の観点から、当該箇所への待避所の設置は必要で

あるため、移植播種をおこなった上で、林道整備を実施することが妥当

と判断する。 
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